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　レバンガ北海道（折茂武彦代表）と株式会社磯田組（磯田

洋一社長）から、町内の小学校４校にバスケットボール計

３０個が贈られました。

　この活動はレバンガ北海道と、ＳＤＧｓに関するパート

ナー契約を結んでいる株式会社磯田組が共同で取り組まれた

企画で、５月１５日に富川小学校で贈呈式が行われました。

　贈呈式では、代表児童がボールを受け取り、記念撮影や折

茂代表への質問コーナーが設けられました。

　折茂代表からは、失敗を恐れずにチャレンジすることや健

康で過ごすことの大切さが伝えられました。

　５月１８日、特定非営利活動法人沙流川愛クラブ（工藤正

史理事長）が大鷹町長を訪問し、受賞の報告をしました。

　国民の森林づくり推進功労者表彰とは、林野庁が森林環境

保護等を行う団体を表彰するもので、当該団体は、河川や森

林の環境保全の取り組みとして、日高北部森林管理署の国有

林において、植樹や枝打ちなどの森林整備の取り組みが評価

され、今回受賞となりました。

レバンガ北海道と株式会社磯田組、小学校にバスケットボールを寄贈

沙流川愛クラブが国民の森林づくり

推進功労者表彰を受賞

バスケットボール贈呈後の記念撮影

表彰状を手に記念撮影（右から２人目：工藤理事長）

日 高 町 地 域 お こ し 協 力 隊

活動レポート　VOL． 37

日高町内で活躍す

る地域おこし協力

隊の活動をレポー

トします。

　日高町地域おこし協力隊の三浦翔です。広報１月号でも紹介させていた

だいた日高町初のワイン作り。道の駅樹海ロード日高にて先月、ワインの

試飲会を開催させていただきました。

　今回はファーストワインということで出来数が少なく希少なことと、お

世話になっているみんなに飲んでもらいたい。という馬場さんの想いを大

切にし販売はせず試飲会にて振る舞うことにしました。

　試飲会には町内外から沢山の方々が足を運んで下さったほか、今回ワイ

ン醸造を引き受けてくださった帯広の相澤ワイナリー代表、相澤一郎氏や、　　　　　　

大鷹町長にもご来場いただき、終始大変賑やかなものとなりました。

　また今回の試飲会では同じ日高町内で夫婦で牧場経営をしながらチーズ工房

を営んでいるチーズ工房１１０３のチーズもご提供。ご来場の皆様にもワイン

との相性がとても好評でした。

　このような形でワインを作りたいという念願の夢を叶える一助が出来たこと、

町民が集う場を作れたことは私にとっても多くの学びや刺激となり協力隊期間

の経験として大きな宝物になりました。ご協力いただいた皆様、本当にありが

とうございました。

　今回の試飲会をきっかけに日高町やワイン作りに興味を持ってくださる方が

増え、日高地区の活性化に繋がるよう今後も活動を続けていきたいと考えてい

ます。葡萄栽培やワイン作りに興味ある方がいらっしゃいましたら私までお気

軽にご連絡下さい。

地域おこし協力隊　三
み う ら

浦　翔
しょう

問　総合支所地域経済課　施設管理Ｇ

☎　０１４５７－６－２００８
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
くらしインフォ

 

富川消防署ニュース　TOMIKAWA　FIRE　NEWS

問　日高西部消防組合富川消防署　　☎　０１４５６－２－１５２１
　　　　　　　　　　 日高支署　　　☎　０１４５７－６－２２４４

甲種防火管理新規講習を開催します

電話による診療と処方箋発行が終了します

第５１回全道消防救助技術訓練指導会に出場

開催日時

７月１９日（水）　

１０時００分から１６時００分まで
申込期間 ６月１２日（月）～６月３０日（金）

７月２０日（木）　

９時４５分から１６時００分まで
予定人数

４０名程度（定員になり次第締め切

ります）

開催場所 日高西部消防組合消防本部講堂 ３階 テキスト代 ３，９００円（受講料は無料）

受講対象
「甲種防火対象物」の関係者及び一般

受講希望者
その他

詳細は「町ホームページ」または上

記の連絡先へお問合せください。

　７月８日（土）に札幌市消防学校において開催される「第５１回全道消防救助技術訓練指導会（出場

種目：ほふく救出）」に富川消防署の隊員３名が出場します。

　３名の隊員は全国大会出場を目標に掲げ、日々訓練に励んでいます。

〇ほふく救出とは

　３人１組で実施する訓練で空気呼吸器を着装して確保ロープ及び小綱を両足に結着した後、煙道を検

索して要救助者を屋外に救出し、２人が協力して搬送するまでの安全確実性と所要時間を評価するもの。

〇出場隊員紹介

　救 助 者：成田永希弥（なりたときや）消防士

　補 助 者：佐藤頼（さとうらい）消防士

　要救助者：大久保直輝（おおくぼなおき）消防士　

　門別国民健康保険病院では、新型コロナウイルス感染症拡大防止による特例的な対応として、電話に

よる診療及び処方箋の発行を行っていましたが、７月３１日をもって終了となります。　　　

　８月以降は対面による通常診察となりますので主治医の外来日に受診してください。

要救助者搬出の様子 要救助者搬送の様子

 

　問　門別国民健康保険病院　事務グループ　　☎　０１４５６－２－５３１１　
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

国民健康保険税の改正のお知らせ

○国保税の算出方法
　国保税は「基礎（医療）分」、「介護給付金分」、「後期高齢者支援金分」の３区分で構成され、各区

分の合計が国保税額となっています。これらは、国保制度の加入世帯の合計所得、固定資産税額、加

入者数などを基に算出します。

○改正の概要
　今回の改正の要点は、「基礎課税額の限度額の引き上げ」と「軽減制度の対象者の拡大」です。

１　基礎課税額の限度額の引き上げ

　国保税を構成する３区分のうち、後期高齢者支援金分の限度額を２万円引き上げました。

２　軽減制度の対象者の拡大

　国保税額算定の基礎となる世帯の合計所得が一定の基準以下の場合、所得に応じて均等割と平等

割が７割、５割、２割の割合で軽減されます。

今回の改正では、このうち５割と２割の軽減を判断する基準額を見直し、対象となる範囲を拡大し

ました。

　国民健康保険法施行令の改正に合わせ、 町においても国民健康保険税 （国保税） を改正しました。

区分 改正前 改正後 引き上げ額

基礎（医療）分 ６５万円 　６５万円 据え置き

介護給付金分 １７万円 　１７万円 据え置き

後期高齢者支援金分 ２０万円 　２２万円 ２万円

合計限度額 　　 １０２万円 １０４万円 ２万円

軽減の割合
基準額

改正前 改正後

７割軽減 ４３万円 ４３万円（据え置き）

５割軽減 ４３万円＋２８万５千円×被保険者数 　４３万円＋２９万円×被保険者数

２割軽減 ４３万円＋５２万円×被保険者数 ４３万円＋５３万５千円×被保険者数

問　役場税務課　課税グループ　　　　　　　　　　　☎　０１４５６－２－６１８４

　　総合支所地域住民課　総務・税務・住民グループ　☎　０１４５７－６－２００１
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス
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令和５年度日高町医療費受給者証の更新申請等のお知らせ

　ひとり親家庭等、重度心身障害者、

乳幼児等、各医療費受給者証は、申請

期間中に役場各窓口にて更新手続きが

必要です。　

　更新の手続きをしない場合は、８月

１日から、現在お持ちの受給者証は医

療機関で使用できません。

　また、前年度の申請で非該当となっ

た方についても、更新と同じ期間中、

８月１日から有効の受給者証の申請手

続きをすることができます。

　なお、９月１日以降の申請は新規申

請となり、有効期間の始期は、原則、

申請日からになります。

　７月中旬頃に個別に送付します「医

療費受給者証の更新等申請のお知らせ」

をご覧の上、申請手続きを行ってくだ

さい。

　問　役場住民生活課　保険医療グループ　　☎　０１４５６－２－６１８２　

申請期間：７月１９日（水）から８月３１日（木）

〈必要な書類等〉

〇共通（重度心身障害者、ひとり親家庭、乳幼児）

　①健康保険証（受給対象者分）

　※マイナンバーカードでの健康保険証代用は不可となります。

　②申請する年の１月２日以降に転入された方、あるいは、主た

　る生計維持者が単身赴任中の方

　　主たる生計維持者の「前年の所得」「今年の課税状況」を証

　明できるもの

　※所得課税証明書、住民税課税証明書など

　※証明期間　（所得）令和４年中　（課税）令和５年度

　※８月１日～８月３１日の間での申請の場合、認定日

　は８月１日になります。）

〇ひとり親家庭　　※上記の他に必要なもの

　①在学証明書または学生証（子が町外に進学の場合）

〇重度心身障害者　上記の他に必要なもの

　①障害を証明するもの（身体障害者手帳、療育手帳、判定・　　

　　診断書など

国民健康保険被保険者証更新のお知らせ

　日高町国民健康保険被保険者証の有効期限は、７月３１日までとなっています。

現在お使いの保険証の有効期限が切れる７月３１日に間に合うように、１世帯ごとにまとめて世帯主

の方に「簡易書留」で郵送します。

※７０歳以上の被保険者の方には、保険証と高齢受給者証を兼ねた「国民健康保険被保険者証兼高齢

受給者証」を郵送いたします。

更新方法

新しい保険証を１世帯ごとにまとめて、世帯主の方に簡易書留で郵送します。

・７月３１日を過ぎても保険証が届かない場合は、お問い合わせください。

・国民健康保険税の全部、または一部に滞納がある場合は、郵送できない場合があ　

  ります。

新しい保険証

が届いたら

・記載内容を確認し、大切に保管してください。

・保険証ケースを紛失・破損した場合は役場各窓口にてお渡しいたします。

・古い保険証は、ハサミなどで細かく切断して破棄してください。

・破棄することが難しい場合は役場各窓口へ返却してください。

資格に変更が

あったら

・国保から他の健康保険に加入した方は、国保の資格喪失届出が必要です。

・他の健康保険から国保に加入する時も、届出が必要です。

・健康保険の変更があった場合は、１４日以内に届出を行ってください。

※今回送付する保険証は、６月末現在の状況で作成いたします。そのため６月末以降に

変更の届出をした方へも届出前の状況で送付される場合があります。該当される方は、

お手数ですがお近くの役場窓口へご連絡ください。

届出窓口 総合支所地域住民課、役場住民生活課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所

　問　役場住民生活課　保険医療グループ　　☎　０１４５６－２－６１８２　
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

後期高齢者医療制度のお知らせ

令和５年度の保険料等について

○７月に保険料額をお知らせします

　令和５年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

≪保険料の計算方法≫

・１年間の保険料の上限額は６６万円です。

・所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。

・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。　

・前年の所得金額により、４３万円の控除額が異なる場合があります。

◆保険料のお支払い方法

　保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。ただし、次の(１)～(５)のいずれかに当てはまる方は「年

金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。

　（１）介護保険料が「年金天引き」されていない方（年金額が年額１８万円未満の方）

　（２）介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている

　　　年金の受給額の半分を超える方

　（３）新たに制度に加入された方

　（４）他市町村から転入された方

　（５）昨年、年金天引きが中止になり納付書で納めていた方

◆口座振替での納付

◆保険料の減免

　保険料のお支払いが困難なときは、役場住民生活課保険医療グループへご相談ください。

　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお

支払いが困難なときは、保険料の減免を受けられる場合があります。

均等割

【１人当たり保険料】

51,892 円

所得割【本人の所得に応じた額】

（令和 3年中の所得－

最大 43 万円）× 10.98％

１年間の保険料

【限度額 66 万円】

（100円未満切捨）
＋ ＝

手続きの種類 手続場所 手続きに必要なもの

納付書払いから

口座振替に変更

【指定金融機関】

・苫小牧信用金庫 ・びらとり農業協同組合

・門別町農業協同組合 ・ゆうちょ銀行

・ひだか漁業協同組合 ・北洋銀行

・預金通帳

（振替口座は、どな

たの名義のものでも

利用できます）

・通帳の届出印年金天引から口座

振替への変更手続

【役場窓口】

・役場住民生活課 ・総合支所地域住民課

・水・くらしサービスセンター ・厚賀出張所

　口座振替の手続きは、下記をご確認のうえ、手続きをお願いします。

　国民健康保険税を口座振替されていた方は、後期高齢者医療制度に移行する際、科目（税目）が異

なるため自動継続されませんので、新たに手続きする必要があります。

　なお、保険料の年金天引きによるお支払いは、役場窓口でお申し出をいただくことにより、口座振

替に変更することができます。（手続きから約３か月ほどで口座振替に切り替わります。）
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後期高齢者医療被保険者証の一斉更新について

○保険証が新しくなります （橙色→黄色）

　現在、ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和５年７月３１日をもっ

て満了となるため、８月以降は使用できなくなります。　

　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら黄色

の保険証をご使用ください。

・新しい保険証の有効期限は、令和６年７月３１日です。  
・保険証を紛失したときは再交付しますので、役場住民生活課、

　総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀診療所

　までお申し出ください。
新しい保険証は黄色です

新しい減額認定証は黄緑色です

新しい限度証は黄緑色です

○減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用認定証）も新し

　くなります（水色→黄緑色）

　現在、ご使用の水色の減額認定証及び限度証の有効期限が、令和５年７月３１日をもって満了となるた

め、８月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は、７月中に減額認定証及び限度

証を交付しますので、８月１日からは黄緑色の減額認定証及び限度証をご使用ください。新たに必要とな

る方は、次の交付要件に該当することをご確認のうえ、役場窓口（役場住民生活課、総合支所地域住民課、

水・くらしサービスセンター、厚賀出張所）へ申請してください。　※有効期間は令和６年７月３１日です。

区分Ⅱ
○ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しな

い方

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次の

いずれかに該当する方

○ 世帯全員の所得が０円の方

　　※公的年金控除は８０万円を適用

　　※給与所得がある場合、その金額から

　　　１０万円を控除

○ 老齢福祉年金を受給されている方

現役並みⅢ
住民税課税所得が６９０万円以上の被保険者

と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅡ

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が

３８０万円以上の被保険者と、その方と同一

世帯にいる被保険者の方

現役並みⅠ
現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、

その方と同一世帯にいる被保険者の方

◆減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

◆限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠ、また

　　　　　　　　　　は現役並みⅡに該当する方

問　北海道後期高齢者医療広域連合　　　☎　０１１－２９０－５６０１

　　役場住民生活課　保険医療グループ　☎　０１４５６－２－６１８２
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国民年金保険料の納付に困ったら

○国民年金保険料免除・納付猶予制度をご利用ください
　経済的に国民年金保険料を納めることが困難な場合に、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用

することができます。国民年金保険料を未納のままにしておくと、老後の年金（老齢基礎年金）や、障害、

死亡といった不慮の事態が発生した際の年金（障害基礎年金・遺族基礎年金）が受け取れない場合があ

ります。納付にお困りの際は、お早めにご相談ください。

○国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
・国民年金保険料の追納をおすすめします

　国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納め

た方と比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。しかし、未納分の保険料を後から納付（追納）

することにより、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。

　追納のお申込み・ご相談は苫小牧年金事務所【☎０１４４－３６－６１３５（ナビダイヤル）】　へお

問い合わせください。

○マイナポータルから国民年金手続きの電　

　子申請ができます
　《対象手続き》

　・国民年金第１号被保険者加入の届け出（退職

　　後の厚生年金からの変更等）

　・国民年金保険料　免除・納付猶予の申請

　・国民年金保険料　学生納付特例の申請

　《メリット》

　①２４時間３６５日申請可能

　②スマートフォンから申請可能

　③処理状況や申請結果の確認が可能

○マイナポータルとねんきんネットをつなげる

　とほかの機能を利用することができます
　・日本年金機構からのお知らせをマイナポー

　　タルで受け取れる

　・年金記録の確認

　・将来の年金見込み額の試算

　《必要なもの》

　・マイナンバーカード

　※マイナポータルの利用者登録が必要となります

※受給の審査 ・決定は日本年金機構が行います

※追納は原則古い期間の分からの納付となります

保険料免除制度

申請者本人・配偶者及び世帯主の所得により審査され、承認されると保険

料の納付が免除されます。免除される額は、全額、４分の３、半額、４分

の１の４種類があります。

※学生の方は、学生納付特例制度を利用してください。

保険料納付猶予制度
２０歳から５０歳未満の方を対象とした制度です。本人・配偶者の所得に

より審査され、承認されると保険料の納付が猶予されます。

老齢基礎年金の
受給資格期間に

老齢基礎年金額に
障害・遺族基礎年金
の受給資格期間に

追納できる期間

入る
減額となるが
反映される 入る １０年以内

入る 反映されない 入る １０年以内

入らない 反映されない 入らない ２年以内

納付猶予
学生特例

未納

納付免除

問　ねんきん加入者ダイヤル　☎　０５７０－００３－００４

　　苫小牧年金事務所　　　　☎　０１４４－３６－６１３５

HP　国民年金機構（https://www.nenkin.go.jp/）
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問　役場子育て健康課 子育て支援グループ　　　☎　０１４５６－２－６１８３

　　総合支所地域住民課　福祉・保険グループ　 ☎　０１４５７－６－３１７３

児童手当の制度と受給手続きについて

「現況届」の提出が必要な場合について

　「児童手当」とは、中学校修了前までの児童（１５歳到達後の最初の３月３１日までの間にある児童）

を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の

社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした制度です。

請求者

（受給者）

ご家庭での生計中心者

（原則、収入が高く、税法上扶養している方や、児童と同一の健康保険に加入されてい

る方になります。）

対象児童

及び

支給月額

所得制限額未満の方

・０～３歳未満　　 一律１５，０００円

・３歳～小学校修了前 （第１子・第２子）　 １０，０００円

・３歳～小学校修了前 （第３子以降） １５，０００円

・中学生　 一律１０，０００円

所得制限額以上所得上限限度額以内の方

　（当面の間の特例給付）
一律　５，０００円

所得上限限度額以上の方 支給なし

※子の年長者（１８歳到達後の最初の３月３１日まで対象）から第１子、第２子・・・

と数えます。

所得制限額 扶養親族等の人数により異なりますので、窓口へお問い合わせください。

支払時期
６月、１０月、２月の各月１０日に支給（支給日が土日、祝日の場合はその前日）

※各前月までの分を支払い ( 例 ) ６月１０日には、２～５月分の手当を支払いします。

請求手続き

お近くの役場窓口へ次のものを持参してください。

・請求者名義の普通貯金通帳

・請求者及び配偶者等のマイナンバー（個人番号カード又は通知カード）

※「通知カード」を提示される方は運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。

・請求者及び児童の健康保険証（日高町国保加入者の場合は不要）

上記のほかにも必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

注意事項

・公務員の方は勤務先へ請求してください。

・原則として、認定請求した翌月からの受給となりますので、忘れずに手続きしてくだ

 さい。

・受給認定されている方でも対象児童が増えた方などは手続きが必要です。

　児童手当継続支給のため、例年６月に「現況届」を提出いただいておりましたが、現況を公簿等で確

認できることとなりましたので、「現況届」の提出が不要となります。

　ただし、以下の方は、「現況届」の提出が必要です。

　・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日高町と異なる方

　・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

　・離婚協議中で配偶者と別居されている方
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夜間開設日 予約期限

７月１０日（月） ７月６日（木）

８月１４日（月） ８月９日（水）

休日開設日 予約期限

７月３０日（日） ７月２７日（木）

８月２７日（日） ８月２４日（木）

マイナンバーカード専用　夜間・休日窓口を開設します

日高町保健推進員をご存じですか？

• 夜間・休日窓口の受付はすべて完全予約制です

•余裕をもって早めにお申し込みください

•予約がない方の手続きはお受けできませんので必ず事前に

ご予約ください

•予約の申込がない日は夜間・休日窓口の開設を行いません

•必要書類が不足していると手続きできない場合があります

•マイナンバーカードに係る手続き以外の業務は行いません

問　役場住民生活課　住民・年金グループ　☎　０１４５６－２－６１８２

完全予約制

　仕事や通学などで開庁時間内に来庁できない

方のために、マイナンバーカード専用の夜間・休

日窓口を開設します。

　マイナンバーカードの交付、健康保険証利用

申込、公金口座登録サポート、電子証明書の更新、

暗証番号再設定、マイナンバーカードに係る手

続きであれば行うことができます。

　また、申請に必要な写真を無料で撮影するなど

の「申請書作成サポート」を各窓口で実施します。

開設時間

夜間窓口 午後５時１５分～午後７時３０分

休日窓口 午前９時００分～午後１時００分

マイナンバーカードの受け取りを忘れていませんか

開設場所 予約先

日高総合支所　地域住民課
日高総合支所地域住民課
☎　０１４５７－６－２００１

日高町役場　住民生活課

役場住民生活課

☎　０１４５６－２－６１８２
水・くらしサービスセンター

厚賀出張所

　「マイナンバーカードの申請はしたのに、まだ受け取っていない」という方はいませんか？

　あなたのマイナンバーカードを町でお預かりしたままかもしれません。交付通知書（はがき）を紛失し

た場合や、はがきに記載してある受取期限を過ぎている場合も、マイナンバーカードは保管していますの

で受け取ることができます。

　マイナンバーカードの申請を令和５年２月までにした方のマイナポイント申込期限は令和５年９月末日

です。窓口混雑緩和のためお早めにお受け取りください。

※マイナンバーカードの受け取りに来庁される前に役場住民生活課までお問い合わせください

〇保健推進員とは

　日高町民の健康増進を担う役割として、

子育て健康課及び地域住民課とともに活

動している地域のお母さん方のことです。

　町から委嘱し、地域の健康増進活動に

取り組んでいます。

〇保健推進員の主な活動内容

１．町保健事業のウォーキング月間・講演会等の積極的参加

２．地域の高齢者との交流

３．児童生徒等を対象にした食育・保健活動

４．保健推進員同士の交流会及び学習会

５．健康増進等、活動内容に関連する研修会等の参加

６．特定健診やがん検診チラシの配布協力など

　昭和５０年代からの歴史ある会です。活動歴が２０年を超

えるベテランから２年目の方まで、年代も様々な４５名の保

健推進員が活動しています。地域のお母さんとして一緒に活

動してくれている方を募集しています！日高町の健康増進の

ために活動してみませんか？興味のある方はお気軽にお問い

合わせください。

児童への食育活動中～食育替え歌を披露～

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　☎　０１４５６－２－６５７１
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特定不妊治療費を助成します

　少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、特定不妊治

療（体外受精及び顕微授精）に要する費用の一部を助成します。

申請期日 令和６年３月３１日まで

対象者

次の要件をすべて満たす方
①北海道特定不妊治療費助成事業

　の助成が決定している方

②夫婦または夫婦のいずれかが町

　内に住所を有する方

③夫婦ともに町税等に滞納がない方

助成額

特定不妊治療に要した自己負担

額から、北海道から受けた助成

額を差し引いた額について助成

します。
・１回の治療につき１０万円を上限に

助成します

・助成回数は、北海道特定不妊治療費

助成事業で定められた回数とします。

必要な

書類等

①北海道特定不妊治療助成事業の

　助成決定指令書の写し

②特定不妊治療費助成事業受診等

　証明書の写し

③医療機関が発行した領収書

④夫婦の住民票

⑤（夫婦のいずれかが町外に住所

　を有する場合）他市町村での市

　町村民税等の滞納がないことを

　確認できる書類（納税証明書等）

⑥印鑑

⑦振込口座の番号、名義人がわか

　るもの

※②～④は、北海道の助成事業申請

時に添付した書類の写しでかまいま

せん。

◎申請窓口

　子育て健康課、総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所

　申請手続、制度内容の詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

あなたの健康チャレンジ！！　教えて
！

VOL. ６

 今回は、職場での健康づくりの現場にお邪魔しました。

「ダーレー・ジャパンエクササイズサークル」を発足し、社員や

社員の家族の健康のために取り組み始めた活動を紹介します。

　今年の春から始まったサークルは、月に３回とねっこ館を借り、

ヨガ及びキックボクササイズを約１時間行なっています。

　毎回１０名前後の参加があり、とても活気溢れ、晴れやかな表

情でキックボクササイズをしている様子がうかがえました。

　参加者の反応もとても良く、月の実施回数が当初予定より増え

たほど。普段から職場内で関わりのない方たちとの交流にもなっ

ており、多国籍な参加者が必死に汗を流し健康づくりを楽しんで

いました。

　みなさんの「こんな健康チャレンジをしています！」を募集しています。下記までご連絡ください。

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　☎　０１４５６－２－６５７１



２０２３広報ひだか　７月号12

Information　役場からのお知らせくらしインフォ

とねっこ館運動指導室 

７～９月レッスン参加者募集
　新型コロナウイルス感染予防対策を緩和しましたが、館内では引き続き衛生管理を

行っています。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

登録制有料レッスン

水曜日

７月５日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
体引き締めダイエット

１９ ： ００～１９ ： ４５
格闘技エクササイズ

全身の筋肉を鍛え、

太りにくい体を作りましょう！

格闘技系エクササイズです。

ストレス発散にも効果あり！！

木曜日

７月６日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
やさしい格闘技エクササイズ

１４ ： ００～１４ ： ４０
流水水中運動

簡単なパンチとキックを

組み合わせて脂肪を

燃焼させましょう！！

水の中で体を動かして、

気になる部分を引き締めましょう！

流水リラクゼーション含む

金曜日

７月７日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
チェアビクス

１９ ： ００～１９ ： ４５
ゆったりヨガ

イスに座って体をほぐしたり、

音楽に合わせゆっくり体を動かす

エクササイズです。

ゆったりヨガの動きとストレッチで

程よく汗をかけるリラックスクラス

です。

土曜日

７月８日～

１０ ： ３０～１１ ： １５
かんたんヨガ

１１ ： ３０～１２ ： １５
ダンス ・ エアロ

簡単なヨガの動きを取り入れて、

体の痛みの予防、 解消に繋げる

エクササイズです。

エアロビクスやダンスが初めての　

方でも安心して楽しく参加できる

初 ・中級クラスです。

※無料レッスンは今後実施できるように時間等を調整中です。

【レッスン参加料】 登録制有料レッスン　５００円／１種類（各１１回）

【スポーツ保険料】　 ６５歳未満：１，９１０円　

６５歳以上：１，２６０円（令和６年３月末まで有効）

　・有料レッスン、無料レッスンに関わらず、とねっこ館入館料として毎回５００円かかります。

　・とねっこ館に登録していない方は、半年分の登録料として１，０００円かかります。

【実施場所】 とねっこ館　研修室・歩行プール

【申込期間】 ６月２０日（火）～随時

【申込先】 日高町役場子育て健康課　０１４５６－２－６５７１　（土・日曜日は除きます）

とねっこ館運動指導室　　０１４５６－２－２２２１　（月曜日は除きます）

とねっこ館では、下記のように環境衛生管理を実施しています。

『定期的な換気』『ソーシャルディスタンス』『マシン及び館内のアルコール消毒と清掃』

『（必要であると判断した場合の）スタッフのマスク着用』『パーテーションの設置』
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健康増進だより　～はつらつ笑顔　元気な暮らし　日高町～

　　◎日高町役場　子育て健康課　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　◎日高総合支所　地域住民課　　☎　０１４５７－６－３１７３

熱中症にご用心
　夏になり、農作業やキャンプなど野外で過ごすこ

とも多くなる中、熱中症の危険性も徐々に高まって

きました。年々、クーラーが必要となるような暑い

日が増えているように感じられます。そこで今回は、

熱中症の恐ろしさや予防法をお伝えします。

熱中症とは
　高い気温の環境下で、体の中の水分や塩分のバラ

ンスが崩れたり、体の調整機能が壊れてしまうこと

で起こります。外気温がそれほど高くなくても、室

温が高い、風が弱い日、体調が優れない日には熱中

症は起こりやすく、知らぬ間に進行している場合が

あるため、注意が必要です。

〈熱中症の症状〉

　症状が出た場合は、体を冷やしたり塩分・水分を

補給するなど応急処置を行い、休息をとりましょう。　　

　自力で水分摂取ができない、症状が回復しない、

重度の症状がある場合は病院受診や救急搬送が必要

です。

予防しよう！
〇のどの渇きを感じなくてもこまめに水分補給する

　　　　　 大量に汗をかいたときは、水分だ

けでなく塩分・糖分も補給しま

しょう。スポーツドリンクばかり

飲むのは糖の過剰摂取による肥満

や虫歯の原因にもなるため、飲み

過ぎには注意が必要です。

〇暑さを避ける

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室内でもこまめに室温を確認し、

扇風機やクーラーで温度管理しま

しょう。外出中はなるべく日陰に

なる場所を選び、帽子や日傘を使

用するなどできるだけ直射日光を

避けましょう。

〇服装を工夫する

　吸水性や通気性に優れた素材を選びましょう。

〇マスクの着用は必要時のみにする

　感染症への懸念が残っている中ですが、マスクの

着用は熱中症のリスクを高めます。人混みや、医療

機関等に行くとき以外は極力マスクを着用しないな

ど、マスクを着用しない機会を適宜つくりましょう。

熱中症が疑われる人をみかけたら…

　　　　　　　〈応急処置フローチャート〉

軽度 めまい、筋肉痛、汗がとまらない

中等度 頭痛、吐き気、体のだるさ、虚脱感

重度

意識がない、けいれん、高体温、声

かけへの返事がおかしい、まっすぐ

に歩けない

呼びかけ応じますか？

救急車を呼ぶ

到着まで応急処置をす

る。無理に水は飲ませ

ない。

涼しい場所に移動

服を緩め体を冷やす

氷のう等あれば、首・

わき・太もものつけ根

を中心に冷やす。

医療機関へ

状況を知っている人が

付き添い、発症時の

様子を伝えましょう。

涼しい場所に移動

服を緩め体を冷やす。

水分を自力で摂取でき

ますか？

水分・塩分を補給する

症状が良くなりました

か？

そのまま安静にし、

十分な休息をとり、

回復を待つ

はい

はい いいえ

いいえ

いいえ

はい

➡
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土地及び建物をお売りします

 物件番号　 栄町西① 最低売払価格 １，９２７，１４７円　

区分 所　　在 地番 地目 地積 (㎡ )

土地 日高町栄町西 1丁目 ３１１番地の３５ 宅地 ７００．７８

家屋番号 床面積（㎡）

建物① 日高町栄町西 1丁目 ３１１番地の３５ 未登記 １２１．９２

建物② 日高町栄町西 1丁目 ３１１番地の３５ 未登記 １２１．９２

※この物件は、予告なく中止または変更される場合がありますのでご了承ください。
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１　申込資格

　　次のいずれにも該当する人

　　①日高町に住所を有する個人又は法人

　　②契約を締結する能力を有しないこと ･破産者で復権していないことなどの欠格事項に該当する方以外

　　※未成年者や、被保佐人、被補助人でも法定代理人の同意を得ている場合はお申込みいただくことが　

　　できます ｡

　　③町税に未納がないこと

２　売払物件の現地確認           

　　現地説明は行いません。現地確認、物件下見などを希望される方は、下記申込先までご連絡ください。 

　　なお、希望日の対応ができない場合がありますので、ご了承願います。

３　申込みに必要な書類 (提出日の３か月以内に発行されたもの )      

　　価格公示売払申込書に、次の書類を添えてご提出ください ｡提出書類に不備がある場合は受付できま  

　　せんのでご注意ください ｡なお、提出書類はお返しいたしません ｡      

　　【個人が申込む場合】           

　　○身分証明書　　　１通　（本籍のある市区町村が発行する身分証明書）     

　　○印鑑登録証明書　１通           

　　○納税証明書　　　１通           

　　○暴力団員等に該当しない旨の陳述書　　１通        

　　○見積書　　１通（封筒に入れ必要事項を記載し封をしてください。）     

　　　　　　　　※１　外国人の場合は、身分証明書にかえて外国人登録原票記載事項証明書が必要です ｡

　　【法人が申込む場合】           

　　○法人登記簿謄本※２　１通  ○印鑑証明書　１通      

　　○納税証明書　　１通  　　　 ○暴力団員等に該当しない旨の陳述書　　１通   

    ○見積書　　１通　　　（封筒に入れ必要事項を記載し封をしてください。）     

　　※２　履歴事項証明書か現在事項証明書をご提出ください ｡ 

４　申込方法

　　提出書類を日高総合支所　地域経済課まで持参 (土 ･日 ･祝日除く )による方法に限ります ｡

５　申込期間   

　　受付年月日 　令和５年７月３日（月）から 令和５年７月１０日（月）まで

　　受付時間 　午前９時から午後５時まで

　　※期間内に申込みがなかった場合、７月２４日（月）より随時募集売払い（先着申込者への売払い）とします。

６　申込先（問い合わせ先）

　　〒０５５-２３０１

　　日高町本町東３丁目２９９番地の１

　　総合支所地域経済課　施設管理グループ　☎　０１４５７－６－２０８４

７　その他

　　〇契約者の決定

　　・契約者は、日高町が設定した最低売払価格以上の価格で最高の価格を見積した者に決定します。

　　・契約者となるべき価格で見積した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより契約者を決定します。

　　　くじ引きによる場合は、申込者又は代理人にくじを引かせ契約者を決定します。

　　・決定した契約者が辞退した場合は、当該辞退者を除き契約者を決定します。

　　〇現地の立会いと物件の引渡し

　　契約日から所有権移転日までに、日高町と契約者双方で現地の確認をします ｡

　　引渡しは所有権の移転完了と同時に現状のままで行います。残置物の処分は契約者で行っていただきます。

　　なお、立会い時と状況が異なる場合は、立会い内容との相違点を両者で確認します ｡

　　また、物件の隠れた瑕疵について日高町は担保責任を負いません ｡

　　〇用途変更等

　　建物の用途を変更し１００㎡を超える特殊建築物とする場合は、用途変更の確認申請が必要です。

　　〇申込み前に必ず募集案内書をご確認ください。

問　総合支所地域経済課　施設管理グループ　☎　０１４５７－６－２０８４
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ こどもから大人まで　教育委員会の活動を紹介しますこどもから大人まで　教育委員会の活動を紹介します

「かけっこ教室」が
開催されました！

門別ことぶき学園第２回本科
「ノルディックウォーキング教室」

　５月１４日、門別中央スポーツホールにおいて小学

校１年生から３年生を対象に「かけっこ教室」が開催

されました。

　陸上女子４００メートルリレー元日本記録保持者の

北風沙織さんを講師にお迎えし、マーカーやラダーを

使って遊びを取り入れながら体の動かし方を指導して

いただきました。

　参加した３４名の子どもたちは、６月の運動会に向

けて走る楽しさやコツをたくさん教わりました。

　５月２３日と６月６日の２日間、ノルディック

ウォーキング教室が富浜生活館と門別図書館で行わ

れ、延べ２４名の学園生が参加しました。

　とねっこ館のインストラクターである岩崎先生よ

り、初めての方にも分かりやすくウォーキングで使う

ポールの使い方や、正しい歩き方などを教わり、実際

に屋外のコースを歩きました。

　初夏の爽やかな風を肌で感じながら、足腰への負担

も少ない歩き方で全身を動かし、それぞれ会話や風景

を満喫し、シノダイ岬や沙流川河川敷の散策を楽しみ

ました。

北海道日高高等学校　第６７回生活体験発表校内大会

　夜間定時制に通学する高校生が、自らの生活体験を振り返り、将来の夢や希望などについて、発表を

行います。町民の皆様、生徒たちの発表をぜひご覧ください。

一般公開 ７月２１日（金）　１３：３０～１５：００

会場 日高町民センター　１階　集会室

問　日高高等学校　☎　０１４５７－６－２６２６
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門別図書館郷土資料館からのお知らせ

門別図書館内で電源が使える＆飲み物が飲めるようになりました

直木賞作家・馳星周氏講演会開催決定！

『熱い！ほっかいどう文学　～道みんの日２０２３～』

　いま北海道の文学が熱い！

　門別図書館では、現在活躍中の北海道出身作家の本を展示します。

　馳星周氏 ( 富川小・中学校卒業生 ) の作品を中心にご紹介します

ので、ぜひお越しください。

　展示している本は借りられますので、ご自宅でゆっくりお読みく

ださい。

　馳氏講演会については、広報８月号にてお知らせします。

期間 ７月１１日 (火 )～８月２０日 (日 )

場所 門別図書館郷土資料館　図書館カウンター横

問　門別図書館郷土資料館　　☎　０１４５６－２－３７４６　

　　７月の休館日：毎週月曜日、１８日（火）３０日（日）

　北海道の魅力と価値を再発見する日と

して制定されました。

　７月１７日は、北海道の名付け親とされ

る松浦武四郎が、明治政府に『北
ほ っ か い ど う

加伊道』

という名称を提案した日です。

『北海道みんなの日』

愛称「道みんの日」とは…

　図書館のＡＶコーナーに電源付きの閲覧席ができました。

　使用したい方は、カウンターまでお申込みください。

　また、今までロビーでのみ飲食できましたが、ペットボトル・水筒

に入った飲料については図書館内でも飲めるようになりました。

　熱中症にならないよう水分補給をしながら読書を楽しんでください。

　※Ｗｉ－Ｆｉはありません。

　※詳細は図書館ホームページ、館内ポスターをご覧ください。
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問　日高山脈博物館　☎　０１４５７－６－９０３３
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問　日高高等学校　☎　０１４５７－６－２６２６



21２０２３広報ひだか　７月号

日高町の交通事故件数
○発生件数 ・・・・ １件

○死者数 ・・・・ ０人

○傷者数 ・・・・ １人

２０２３年５月３１日現在

問　役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ　☎ ０１４５６－２－６１８２

第１９１号

７月１３日は７月１３日は飲酒運転根絶の日飲酒運転根絶の日です！です！

ストップ・ザ・交通事故死！ストップ・ザ・交通事故死！
－めざせ　安全で安心な　北海道－

「飲酒運転周辺３罪」「飲酒運転周辺３罪」ご存じですか？

　　　飲酒運転はしてしまった本人だけではなく、周りの方も　周りの方も　
　罪に問われる可能性　罪に問われる可能性があります。
　
　・「車両提供罪」・・・お酒を飲んでいる人に車を貸した方
　・「同乗罪」・・・運転手が飲酒しているのを知っていて、
　　　　　　　　　同乗した方
　・「酒類提供罪」・・・運転するかもしれない方に、お酒を　
　　　　　　　　　　　提供した方

　「運転代行を利用する」、「ハンドルキーパーを決める」など
　　　　　　「飲酒運転をしない、させない、ゆるさない」「飲酒運転をしない、させない、ゆるさない」
　　　　　　　を合言葉に、まずは日高町から飲酒運転を無くしましょう！

「飲酒運転」「飲酒運転」は「重大な犯罪」「重大な犯罪」です！

　北海道は、飲酒運転による交通事故の割合が多い状
況が続いています。
　飲酒運転による交通事故件数は、年々減少傾向にあ
りますが、いまだに無くなっていません…

～夏の交通安全重点目標～

１　飲酒運転の根絶
２　居眠り運転による交通事故防止
３　二輪車の交通事故防止
４　全席シートベルトの着用及び
　　チャイルドシートの利用

　コロナウイルスも落ち着きを見せ始め、
行楽シーズンも到来します。
　また、季節的に二輪車の通行量の増加
も見込まれます。

「４つの重点目標」「４つの重点目標」を確認し、悲惨な事
故を起こさないよう、十分気を付けて運
転しましょう！

　　　　　　　　　
７月１３日～２２日７月１３日～２２日

夏の交通安全運動夏の交通安全運動が始まります！が始まります！
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＠ TONEKKOCHANNEL

SNS はじめました
フォローしてね

問　役場商工観光課　商工・観光グループ　☎　０１４５６－２－６０３１
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

採用区分 介護支援専門員

採用予定人数 １名

受験資格

〇昭和５８年４月２日以降に生まれた方

〇次の①、 ②に該当する方

①　介護支援専門員の資格を有する方

※介護支援専門員としての実務経験があれば尚可

※基礎資格が介護福祉士または看護師であれば尚可

※認知症介護実践者研修修了者であれば尚可

②普通自動車運転免許を有する方

試験日 令和5年7月28日 （金曜日） 予定

試験会場 門別公民館　（日高町門別本町210番地の 1）

試験内容 〇作文試験　〇個人面接

受験申込

次の提出書類を令和5年5月9日から令和5年7月 18日 （必着） までの期間内に、

役場総務課へ持参、 または郵送 （簡易書留） により提出してください。

【提出書類】

（ア） 日高町職員採用試験申込書 〈介護支援専門員〉

（イ） 受験資格 （資格要件） を証明する書類 （写し）

申し込み ・お

問い合わせ先

〒０５９－２１９２　北海道沙流郡日高町門別本町210番地の 1

日高町役場　総務課　人事給与グループ　☎　０１４５６－２－５１３１

日高町職員〈介護支援専門員〉採用試験

　令和５年１０月１日採用予定の日高町職員〈介護支援専門員〉を募集します。

　実施概要は次のとおりです。

　試験概要及び試験申込書は、町ホームページからダウンロードするか、ご連絡いただければ郵送します。

　試験実施の詳細については、試験申込書を受理した後、別途通知します。
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新規高卒者の求人受付を開始しました

　令和６年３月新規高卒者用の求人受付が６月１日

から始まりました。

　来春卒業予定の「就職を希望する高校生」は地元で

の就職を強く希望しています。特に女子生徒が多く希

望する「事務職・販売職」の求人が不足しています。

　早期求人提出は新卒人材を確保するための基本と

なります。

　来春卒の高校生の採用をご検討の際は、早期求人提

出にご理解いただきますようお願いいたします。

問　ハローワークとまこまい　学卒支援担当

☎　０１４４－３２－５２２１（部門コード　４２＃）

７月１７日は「北海道みんなの日」
　１８６９年（明治２年）、北海道の名付け親とされ

る松浦武四郎が、明治政府に「北加伊道（ほっかいど

う）」という名称を提案した７

月１７日は、「北海道みんなの

日」、愛称「道みんの日」です。

　北海道の魅力と価値を再発

見し、北海道を誇りに思う心

を育み、より豊かな北海道を

築き上げることを期する日と

して平成２９年に制定しました。

　この日をきっかけに、道民の皆様には北海道に愛着

や誇りを持っていただき、北海道の魅力を発信する機

会としていただければ幸いです。

問　北海道環境生活部くらし安全局道民生活課

☎　０１１－２０４－５６６３

大雨の危機（キキ）が来る（クル）のを
一目で確認～「キキクル」の活用
　盛夏から秋にかけては、大雨が降り易くなり、色々

な災害が発生します。

 大雨による災害は、地盤が緩んで発生する土石流や

がけ崩れなどの「土砂災害」、短い時間に局地的な大

雨による低い土地での「浸水害」、河川の増水や氾濫

といった「洪水害」があり、それぞれ「大雨警報」や

「洪水警報」を発表します。また、気象庁のホームペー

ジやスマートフォンなどでは、土砂災害、浸水害、洪

水害発生の危険度の高まりを地図上で５段階に色分

けして示す「キキクル（危険度分布）」を常時１０分

申込受付期間 ７月３日（月）～７月２８日（金）

第１次試験日 ９月１７日 （日）

試験会場
新ひだか町公民館 （新ひだか

町静内古川町１丁目１番２号）

お問い合わせ先

・申込書提出先

〒０５７－８５５８　

浦河郡浦河町栄丘東通５６号　

日高合同庁舎内

日高町村会事務局

☎　０１４６－２２－１８４６

日高管内町職員採用資格試験のお知らせ
　令和６年度採用予定の日高管内町職員採用

資格試験が、次のとおり実施されますのでお

知らせします。

　申込書は、受付期間内に日高町村会事務局

または役場窓口（役場総務課、日高総合支所

地域住民課、水・くらしサービスセンター、

厚賀出張所）にてお受け取りください。

採用予定人員

２００名程度

　男性Ａ区分　　３５名程度

　男性Ｂ区分　１１５名程度

　女性Ａ区分　　１５名程度

　女性Ｂ区分　　３５名程度

受験資格
平成３年４月２日～平成１８年

４月１日に生まれた方

受付期間
７月１日 （土）～８月１８日 （金）

午後５時３０分まで

第１次試験日 ９月１７日 （日）

お問い合わせ先
門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

令和５年度 (第２回 )北海道警察官採用試験
　警察官の仕事は多岐にわたります。あなた

だから救える人や、あなたがいるからできる

こと、あなたにしかできない仕事がきっとこ

こにあります。

　説明会の案内は、北海道警察ホームページ

や採用センターのＳＮＳを御覧いただくか、

門別警察署まで連絡してください。
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問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

ごとに更新しています。雨が強まってきたとき、大

雨・洪水警報が発表されているときなど、どこでど

のような災害の危険度が高まっているのか「キキク

ル（危険度分布）」で把握することができます。是

非ご活用ください。

　市や町が配布して

いるハザードマップ

や手引きなどに日頃

から目を通し、自宅の

近くに川や傾斜地が

あるかなどを確認し

て、住まいの周辺に潜む危険を十分に理解しておい

てください。

　普段の備えと、警報・注意報などの気象情報を上

手に使うことで、気象災害から身を守りましょう。

問　室蘭地方気象台

☎　０１４３－２２－４２４９

働きたい人のための出張相談会
　働きたいと思われている方に向けた就労自立支

援施設です。その他就職相談も歓迎です。「働きた

い」を応援する無料出張相談会を開催します。

○対象　おおむね１５歳から４９歳の方・ご家族

○場所　ハローワーク静内分室

      （新ひだか町静内御幸町２丁目１ー４０

    　 ショッピングプラザピュア ３階）

○内容　就労相談・就労体験ほか

○日時　７月２５日（火）　午後１時３０分～午後

３時　（先着順・予約可）　

　毎月第４火曜　午後１時３０分～午後３時

問　とまこまい若者サポートステーション とまこ

　　まい「サポステ・プラス」苫小牧市表町３丁目

　　２ー１３　王子不動産第２ビル６階

☎　０１４４ー８４ー８６７０

門別警察署からのお知らせ
１　夏休みにおける少年の非行防止・犯罪被害防止

　非行防止は家庭から！

⑴　家庭は最も身近な社会です。

　社会のルールやマナーを守らせ、善悪のけじめを

つけさせましょう。

⑵　子供たちが狙われています。

　ＳＮＳ上の「闇バイト」や「裏バイト」に応募し

た子供が、犯罪組織に利用され、特殊詐欺や強盗な

どの犯罪に加担させられています。

　急に金遣いが荒くなった、最近付き合う友人が変

わったなど子供の様子がおかしいと感じたら警察に

相談してください。

⑶　大麻の乱用で検挙される少年が増えています。

　大麻に「害はない」「依存性はない」という情報

は間違いです。

⑷　インターネットの利用に起因して、犯罪被害に

　遭う事案が後を絶ちません。

　家庭のルールや情報モラルについて家族で話し合

いましょう。

２　夏の交通安全運動の実施

　夏の交通安全運動は、７月１３日から７月２２日

までの１０日間、

⑴　飲酒運転の根絶

⑵　バイク・自転車の交通事故防止

⑶　スピードダウンと全席シートベルト着用

⑷　子供と高齢者の交通事故防止

を重点として実施されます。

広告

広告募集欄 広告募集欄
１枠３，３００円から広告を掲載で

きます。４月１日から掲載枠、広告

料を見直しました。詳しくは、企画

財政課までお問い合わせ下さい。

広報ひだかに広告を広報ひだかに広告を
掲載してみませんか？掲載してみませんか？
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門別警察署
マスコット

キャラクター
「門別ナイト」

　ドライバーの皆さんも、自転車利用者の皆さんも、

歩行者の皆さんも、交通ルール・マナーを守り、交

通事故を防止しましょう。

　また、皆さん一人一人が「飲酒運転をしない、さ

せない、許さない、そして見逃さない」という強い

気持ちで、飲酒運転を根絶しましょう。

４　夏山遭難の防止

○無理のない計画を立て登山計画書を提出しましょう。

○複数人による登山を心掛けましょう。

○万全の装備と余裕ある食料等を準備しましょう。

○携帯電話を持ちましょう。

○気象情報の確認をしましょう。

５　水難の防止

○指定された遊泳区域内で、泳ぎましょう。

○子供から目を離さないようにしましょう。

○体調不良時や飲酒後は泳がないようにしましょう。

○釣りをする時は、必ずライフジャケットを着用し

ましょう。

○水上オートバイは遊泳区域に入らないようにしま

しょう。

６　薬物乱用の防止～薬物、ダメ。ゼッタイ。

　覚醒剤や大麻などの薬物を乱用すると、身体や精

神がボロボロになり、記憶障害や人格変化により、

以前と同様の生活を続けることができなくなるばか

りか、場合によっては死に至ることもあります。

　また、薬物乱用は周囲の大切な人を巻き込むこと

となるだけでなく、幻覚や妄想による殺人、薬物の

購入代金欲しさによる強盗や窃盗、重大な交通事故

など取り返しの付かない事件につながるおそれがあ

り、社会全体に被害を与えます。

　薬物に関してのご相談は、門別警察署までお寄せ

ください。

７　極左暴力集団に対する捜査へのご協力をお願い　

　します

　警察では、極左暴力集団に対する事件捜査やマン

ション、アパートなどにある非公然アジト発見に向

けた活動を推進しています。

　過去に極左暴力集団は、空港施設の破壊や北海道

庁爆破などのテロを行っており、今後も行う恐れが

あります。

　もし、偽名を使いアパートに住んでいる、不特定

多数の人が出入りする家がある、など違和感があっ

たら、１１０番または門別警察署へ通報して下さい。

問　門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

HP　門別警察署ホームページ

　　https://www.police.pref.

　　hokkaido.lg.jp/00ps/

　　s-monbetsu-syo/

沙流川ダムフェスタの開催について
　室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所では、国

土交通省および林野庁が定める「森と湖に親しむ旬

間」に合わせて、二風谷ダム・平取ダムの役割や仕

組みを理解していただくことを目的として、７月

２９日（土）に沙流川ダムフェスタを開催します。

　当日は、二風谷ダムではダムの内部見学ツアー、

また、平取ダムではダムの内部見学とアイヌ文化と

の関わりを紹介するノカピライウォㇿ・ビジターセ

ンター、ノカピライウォㇿ標本園を巡る見学ツアー

を行います。

　見学ツアーはいずれのダムも事前予約が必要で

す。予約申し込みはＦＡＸまたはメールで受け付け

ます（６月２３日より先着順で受付）。

　ツアーの時間帯などの詳細は室蘭開発建設部の

ホームページまたは、以下の問合せ先まで。

　また、二風谷ダムでは流木工作体験や日高北部森

林管理署によるスウェーデントーチ製作体験も行い

ます（予約不要・入場無料）。是非お越しください。

問　鵡川沙流川河川事務所　二風谷ダム管理支所

☎　０１４５７－２－４２６２　

労働保険のお知らせ
〇年度更新について

　令和５年度労働保険（労災保険・雇用保険）の年

度更新期間は、

６月１日（木）から７月１０日（月）です。

　最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関で申

告・納付をお願いします。

　年度更新申告書の書き方及び申告・納付方法等の

詳細につきましては、年度更新申告書に同封してい

るパンフレット等をご参照ください。厚労省ホーム

ページでもご覧いただけます。

　労働保険のお手続きに「電子申請」を是非ご活用

ください！（自宅やオフィスから２４時間いつでも
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申告・納付が可能です。）

HP　年度更新申告書書き方パンフレット　　　　　

　　https://www.mhlw.go.jp/

　　new-info/kobetu/roudou/

　　gyousei/hoken/h28/index.html

〇電子申請の利用促進

　労働保険のお手続きは「電子申請」をぜひご活用

ください。自宅やオフィスから２４時間いつでも申

請や届出が可能です。

　また、労働保険料の納付は口座振替や電子納付が

便利です。

　労働保険関係手続（一部手続を除く）は、Ｇビズ

ＩＤを利用して手続することができます。

　労働保険の電子申請に関する詳細は特設サイトへ

申　電子申請手続「ｅーＧｏｖ」

　　https://shinsei.e-gov.go.jp/

　　労働保険電子申請特設サイト

　　https://www.mhlw.go.jp/seisaku

    nitsuite/bunya/koyou_roudou/

    roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/

    tokusetusaito.html 

門別温泉とねっこの湯 ・ とねっこ館　
営業のお知らせ

町税等納期限のお知らせ

納期内の納付をお願いします。

固定資産税（２期分）

７月３１日㈪

国民健康保険税（１期分）

後期高齢者医療保険料（１期分）

介護保険料（１期分）

保育料・保育所給食費（７月分）

町営住宅使用料・駐車場使用料（７月分）

上下水道料（７月分） ７月２５日㈫

勤務場所 門別地区の学校給食調理場

勤務時間 午前８時～午後４時

採用条件 通勤可能で健康な方

賃　金
日給6,650円

※通勤手当支給 （２km以上）

休　暇 年次有給休暇制度あり

保　険 厚生年金 ・健康保険 ・雇用保険

募集期限

随時募集

※市販の履歴書に記載のうえお申し

込み願います。 （写真添付・郵送可）

学校給食調理員を募集しています！！　

　申・問　〒０５５－０００４　

　　　　　日高町富川東６丁目３－１

　　　　　日高町教育委員会 管理課　

　　　☎　０１４５６－２－３７２１

高齢者事業団の会員になって
一緒に働いてみませんか ?

　　会員募集中！！

○生きがいを求めている方

○地域で仲間づくりをしたい方

○おおむね６０歳以上の方

○健康で働く意欲がある方

日高町高齢者事業団
( 本所 )　日高町門別本町１２番地の２７
　　　　　☎　０１４５６－２－６４６６
(支所 )　日高町本町東１丁目２９７番地の４
　　　　　☎　０１４５７－６－３１００

＜とねっこの湯＞＜とねっこの湯＞  電話　０１４５６－３－４１２６電話　０１４５６－３－４１２６
　営業時間　午前１０時～午後１０時　営業時間　午前１０時～午後１０時
　　　　　　※入館は午後９時３０分まで　　　　　　※入館は午後９時３０分まで
　休館日　　7月１8 日（火）　休館日　　7月１8 日（火）

＜とねっこ館＞ ＜とねっこ館＞ 電話　０１４５６－２－２２２１電話　０１４５６－２－２２２１
　営業時間　午前１０時～午後８時３０分　営業時間　午前１０時～午後８時３０分
　休館日　　毎週月曜日　休館日　　毎週月曜日
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まちの掲示板

７月の

保健ガイド
お子さん等の健診・予防接種のお知らせです

※日程等は変更となる場合があります。ご了承下さい。

▽乳がん・子宮がん検診
　　　６日（木）門別公民館

▽子育てひろば
　　１２日（水）サンポッケ

▽よいこ健診
　　１２日（水）富川公会堂

▽赤ちゃん健診
　　２６日（水）富川公会堂

☆予防接種　
門別地区
※子育て健康課へ要予約

　（☎ ０１４５６－２－６５７１）

門別国保病院

〈ヒブ・小児肺炎球菌・四種混合・Ｂ型肝炎・麻しん　  

風しん混合第一期（１～２歳）・水痘・ＢＣＧ・ロタ〉

　毎週木曜日　１３：００～１４：３０

〈子宮頸がん予防〉

　　５日（火）　１５：００～１６：００

　　対象：小学６年生～中学３年生女子

　１１日（火）　１５：００～１６：００

　　対象：高校１年生～平成９年度生まれ女子

〈日本脳炎〉

　１９日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：３歳～１３歳未満

〈高齢者肺炎球菌〉

　対象の方には個別にお知らせしています。

勤医協厚賀診療所

〈二種混合〉

　２７日（木）　１１：００～１１：３０

日高地区
日高国保診療所

　毎週水曜日　１３：００～１３：１５

　小児の定期予防接種は個別にお知らせします。

〈高齢者肺炎球菌〉

　毎週水曜日　１３：００～１３：１５　

※日高国保診療所へ要予約

　（☎ ０１４５７－６－２１５５）　

　対象の方には個別にお知らせしています。

札幌弁護士会ひだか弁護士相談セン
ター　無料法律相談

１　門別地区相談所での開催

２　新ひだか町での開催

３　平取町での開催

　基本的に予約の方が優先となり、予約がない場合は、

お待ちいただくか、ご相談をお受けできない場合があ

ります。

　新型コロナウイルス感染症の発生状況により、開催

内容を変更する場合があります。

問　ひだか弁護士相談センター　

☎　０１４６－４２－８３７３

相談日
７月２５日（火）

※毎月第４火曜日開催予定

相談時間 午後１時３０分から午後４時まで

相談場所
門別公民館１階　ミーティングルーム

（日高町門別本町２１０番地の１）

予約先

申　事前予約制

ひだか弁護士相談センター

受付　平日の午前１０時～午後４時

☎０１４６－４２－８３７３

相談日

７月３日（月）、５日（水）、１０日（月）、

１２日（水）、１９日（水）、２４日（月）、

２６日（水）、３１日（月）

相談時間 午後１時～午後３時

相談場所
ひだか弁護士相談センター（新ひだか

町静内吉野町２丁目１番４号）

予約先

申　事前予約制

ひだか弁護士相談センター

受付　平日の午前１０時～午後４時

☎０１４６－４２－８３７３

相談日
７月１１日（火）　午後１時３０分～午後３時

７月２５日（火）　午前１０時３０分～正午

相談場所
ふれあいセンターびらとり

（平取町本町３５番地１）

予約先

申　事前予約制

受付　平日の午前９時～午後５時

☎０１４５７－２－２２２２（平取町

役場まちづくり課広報広聴係）



２０２３広報ひだか　７月号30

      1  

3 4 5 6  7 8 

10 11 12 13  14 15 

17 18 19 20  21 22 

24・31 25 26 27  28 29

わくわく館わくわく館
◎毎週水曜日はサークル開放日です。

◎金曜日の年齢別カリキュラムは専有で

す。各年齢、発達段階に合った遊びをし

ます。

・「小さいありさん：寝てる子」

・「大きいありさん：ハイハイ」

・「ひよこさん：よちよち歩き」

・「きりんさん：走れる子～就学前」

どこに参加したらよいのか分からない場

合は、スタッフにご相談ください。

◎今月は、１１日㈫、２５日㈫が身体測

定の日です。

◎７月１０日㈪より七夕制作を始めま

す。短冊に願いを書きましょう。天気が

良く気温の高い日はベランダでしゃぼん

玉や水遊びをしましょう。

◎７月の子育て講座は、「乳幼児に起き

やすい事故について」です。講師は日

高西部消防署の救急救命士・救急隊員

です。

開始　１０：００～１２：００

お子さんと一緒に参加できます。

申し込みは随時受け付けています。

◎門別あそびの会を７月から行います。

今年度は７月、９月、１１月、１月、

３月の第３金曜日を予定しています。

場所　もんべつ児童館　

時間　１０：００～１２：００

とみかわ児童館とみかわ児童館 もんべつ児童館もんべつ児童館

　６日（木）　キラキラちゃれんじ
１３日（木）　ぬりえのひ
１４日（金）　カミであそぼう
２０日（木）　カレンダーづくり
２１日（金）　スーパーじどうくらぶ
２６日（水）　とねっこおはなし会
２７日（木）　しゃぼん玉
休館日　毎週日曜日、祝日

　７日（金）　こうさく会
１２日（水）　ニコニコわかばのお話会
１４日（金）　わくわくちゃれんじ
２１日（金）　カリンバを弾こう !!
２６日（水）　わくわく映画館
２８日（金）　カレンダーづくり
休館日　毎週日曜日、祝日

利用時間　　相談：  ９：００～１７：００　
　　　　広場開放：１０：００～１２：００、１３：３０～１６：３０

　・わくわく通信・行事予定表が日高町ホームページに掲載されています。

　　「日高町ホームページ」→「ライフインデックス　出産・子育て」

　　→「関連リンク　わくわく館・わくわく通信」

　

開放

開放

開放

開放

ミルキー・ティガーファーム

ウル寅

開放

開放

開放

大きいありさん

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

コロチューバー・ハムハム

新規枠

開放

開放

開放

小さいありさん

開放

開放

海の日

休館日

開放

開放

ミルキー・ティガーファーム

ウル寅

子育て講座

開放

ひよこさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

ワンワン・いぬい’ず

コロチューバー・ハムハム

開放

開放

きりんさん

開放

開放

開放

開放

開放　

☎　０１４５６－２－３０４４
開館時間　９時～１７時

☎　０１４５６－２－５５２２
開館時間　９時～１７時

☎　０１４５６－２－３０４８
予定表の上段が午前、下段が午後の行事となります

～７月のイベント情報

問　教育委員会社会教育課　施設管理グループ

☎　０１４５６－２－２４５１

門別総合町民センター門別総合町民センター
（福祉センター・スポーツセンター）（福祉センター・スポーツセンター）

〈福祉センター〉

６月１日現在、予定の行事はありません。

〈スポーツセンター〉

　１日（土）　（雨天時）門別わかば保育所　運動会

　５日（水）　日高町管内中体連バレーボール大会（前日準備）（予定）
　６日（木）　日高町管内中体連バレーボール大会（予定）
　７日（金）　日高町管内中体連バレーボール大会（予定）
　９日（日）　日高町バレーボール協会ほくでんカップ　　　

　　　　　　 北海道ママさんバレーボール大会日高地区予選会
１６日（日）　日高町テニポン協会全道オープンテニポン大会
２３日（日）　日高町卓球協会全日高卓球選手権大会
             　 「カデットの部」（予定）

休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜）

開館時間
９時～２１時

門別中央パークゴルフ場門別中央パークゴルフ場
１６日（日）　日高町パークゴルフ協会　

　　　　　　 夏季協会大会

門別中央スポーツホール門別中央スポーツホール
６月１日現在、予定の行事はありません。

月 火 水 木 金 土

ＥＶＥＮＴＳ
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シリーズ　災害に備える　第７回「風水害・土砂災害について①」

問　役場総務課　情報防災グループ　　☎　０１４５６－２－５１３１

日高町防災ガイドマップから抜粋



日高町への寄附
・河上　義征　様

　日高図書館郷土資料館の図書整備

費として、金一封をご寄附いただき

ました。

・日高町商工会女性部　様
　令和５年度入学児童へ交通安全願

い鈴８０個をご寄贈いただきました。

ひとのうごき

・令和５年５月末現在

こんにちは赤ちゃん

・令和５年５月届出分（敬称略）

ふるさと日高応援寄附金

・令和５年５月受領分

件数 金額

１８９件 ３，２８２，０００円

発行：日高町　編集：企画財政課　　　　

〒０５９－２１９２　北海道沙流郡日高町門別本町２１０番地の１

ＴＥＬ ０１４５６－２－６１８１　ＦＡＸ ０１４５６－２－５６１５　

Ｅメール　info@town.hidaka.hokkaido.jp　ホームページ　http://www.town.hidaka.hokkaido.jp

　　　　　広報 ひだか　２０２３　７月号　 ＶＯＬ．２０８

　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年６月２０日発行

人口 １０，７４１人
前月比

△１９人

男性 ５，３７６人 △１１人

女性 ５，３６５人 △８人

世帯数 ５，９１６世帯 △８世帯

外国人 ４６６人 ＋１２人

社会福祉協議会への寄附
・令和５年５月受領分

宮下町 金子 昭子 様 金一封

千歳市 新堀  官 様 金一封

新 町 河上 義征 様　 金一封

美 原 庄野 宏志 様 金一封

富川西 下河原和雄 様 金一封

富川西 吉田 郁枝 様 金一封

富川東 寺島 朝子 様　 金一封

札幌市 岡和田好明 様 金一封

門別本町 丸橋めぐみ 様 金一封

住所 氏名 父／母

日 高 高 校 ３ 年 連 続 の 総 合 優 勝 逃 す ～ 定 通 体 連 日 勝 支 部 予 選 会 ～

広報ひだかは町ホームペー

ジにも掲載しており、写真

などはカラーで掲載してい

ます。ご活用ください。

ま ち の 話 題

　　　　１００歳１００歳　　おめでとうございますおめでとうございます祝

　５月６日に１００歳を迎えられた

加藤菊江さんに祝状と記念品が贈ら

れました。

　５月２９日（月）、定通体連日勝支部予選会が帯広市・帯広の森体

育館にて開催されました。本校からはバスケットボール部、バドミン

トン部、卓球部が大会に参加しました。各種目で熱戦が繰り広げられ、

総合部門では準優勝を飾りました。

　バスケットボール部は星槎国際高校と対戦し、７対１１４で敗退と

なりました。部員が２年生５名のみということで、体力的にも厳しく

経験の浅い部員が最後まで戦い続けました。この経験を活かし、来年

度は全道大会出場権をつかみ取ることを期待したいです。

　バドミントン部は、男子団体が全道大会進出を決めました。男子個

人では大坪選手（３年）松本選手（３年）の２選手が勝ち進み、決勝

戦は日高高校対決となり、高い集中力を見せた大坪選手が優勝をつか

み取りました。３位決定戦では、澤向選手（３年）が帯広柏葉高校の

選手とフルセットまでもつれる試合となりましたが、３位入賞を果た

しました。

　卓球部は、男子団体、女子団体ともに全道大会進出を決めました。

男子個人では三谷選手（１年）が見事４位入賞。女子個人では白幡選

手（１年）が３位入賞、濱竹選手（１年）が４位入賞を果たしました。

　バドミントン部は６月１７日、１８日に千歳高校で行われる全道大

会に、卓球部も同じく６月１７日、１８日に札幌市中島体育センター

で行われる全道大会に臨みます。ご支援、ご声援のほどよろしくお願

いいたします。

男子バスケットボール 準優勝 (７－１１４星槎国際 )

バドミントン

（右記、全道大会出場）

男子団体　優勝

男子個人　優勝　　３年　大坪　歩

　　　　　準優勝　３年　松本　明陽

　　　　　３位　　３年　澤向　陽生

卓球

（右記、全道大会出場）

男子団体　優勝

女子団体　優勝　　

男子個人　４位　　１年　三谷　航太

女子個人　３位　　１年　白幡　千愛

女子個人　４位　　１年　濱竹　小晴


